
特定商取引を取り巻く環境変化

第１回特定商取引法専門調査会 資料 ２



１．特定商取引に関する法律（特商法）の概要

ⅰ）氏名等の明示の義務づけ

勧誘開始前に目的や事業者名などを消費者等に告げることを義務づけ

ⅱ）不当な勧誘行為の禁止

不実告知（虚偽説明）、重要事項の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為等を禁
止、再勧誘の禁止、迷惑勧誘等の禁止

ⅲ）広告規制
①広告に重要事項の表示を義務づけ（通信販売では返品特約等）
②虚偽・誇大な広告を禁止
③請求や承諾なしに電子メール広告を送信することを禁止

ⅳ）書面交付義務

契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ

ⅱ)中途解約・過量販売解除

特定継続的役務提供・連鎖販売取引
では､クーリング・オフに加えて、将来に
向かって契約解除が可能（中途解約）。

訪問販売では、購入者にとって特別
の事由なく、通常必要とされる分量を著
しく超える契約をした場合、解除が可能
(過量販売解除）

１．本法律の対象となっている取引類型 ２．法律の内容

被害拡大防止のためルールが設けられ、法違反に対しては、指示命令、
業務停止命令といった行政処分又は罰則の適用がある。

①行政規制

②民事ルール
行政規制とは別に、消費者による契約の解除などの民事ルールが設けられ
ている。

（消費者が自ら求めないのに、販売の勧誘を受ける）

１．訪問販売
自宅等への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス（電
話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売） 等

２．電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込を受ける販売

（事業者と対面して商品や販売条件を確認できない）

３．通信販売

新聞、雑誌、インターネット等の広告による場合など、郵便、電話等の
通信手段により申込を受ける販売

★訪問販売、電話勧誘販売、通信販売は原則すべての商品・役務が対象

（長期・高額の負担を伴う）
４．特定継続的役務提供

長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引
（ｴｽﾃ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介ｻｰﾋﾞｽ、ﾊﾟｿｺﾝ教室が対象）

（ビジネスに不慣れな個人を勧誘する）

５．連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販
売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売

６．業務提供誘引販売取引

「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であると
して、商品等を売って金銭負担を負わせる取引

（消費者が自ら求めないのに、購入の勧誘を受ける）

７．訪問購入
消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」

v）告知義務
訪問購入業者は、クーリング・オフ期間は指定物品の引渡しを拒むことができ
る旨告げることを義務付け

ⅰ)クーリング・オフ

契約後一定の期間（訪問販売、電話

勧誘販売、特定継続的役務提供、訪
問購入は８日間、連鎖販売取引、業
務提供誘引販売取引は20日間）、無
条件で解約することが可能。
訪問購入では、クーリング・オフ期間
中物品の引渡しを拒むことが可能。

u 「特定商取引に関する法律」は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブ
ル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確
保するための法律。
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２．特商法の主な改正

インターネット広告
(申込画面)規制を追加

連鎖販売取引

商品の取引に加え、役務（サービス）及び会員権等の取引を追加

昭和５１年

迷惑メール規制を追加

訪問販売 通信販売

昭和63年改正

平成８年改正

平成11年改正

平成14年改正

電話勧誘販売

平成12年改正

特定継続的役務提供
(エステ･語学教室等)

業務提供誘引販売取引

（内職商法）

新手の悪質商法に対応し、各取引類型について所要の行政規制の強化と民事ルールの整備を実施

訪
問
販
売
法

平成16年改正

特
定
商
取
引
法

平成２０年
改正

（平成21年12月1日
施行）

再勧誘の禁止
過量販売規制等

指定商品・指定役務制の撤廃
（原則、全ての商品・役務が規制対象）

返品規制
電子メール広告
のオプトイン規制

電子メール広告
のオプトイン規制

電子メール広告
のオプトイン規制

訪問購入
（消費者が売主となる取引）

①書面交付義務
②不実告知・威迫困惑等の禁止
③クーリング・オフ（8日間）
④物品の引渡しの拒絶
⑤不招請勧誘の禁止
（オプトイン規制） 等

平成２４年
改正

（平成25年2月21日
施行）

u 法制定以降、消費者トラブルの状況等に鑑み、数次にわたって改正。

u 平成２０年改正で、規制の後追いから脱却するために、商品・役務の指定制を撤廃。直近の平成２４年改正で
は、訪問購入にかかる規制を導入。
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u 経済財政運営と改革の基本方針においても「個人消費の拡大」の重要性が述べられている。

u 平成２６年版消費者白書によると、２０１３年の消費者被害・トラブル額は約６．０兆円と推計され、GDPの約１．
２％に相当 （日本国民の１３人に１人が１年間に何らかの消費者トラブルに遭遇。一人当たりの平均支出額
（既支払額）は約５９万円）。

u 消費者が商品・サービスを安心して取引できる環境を整備することが、ＧＤＰの６割に占める個人消費の拡大
に極めて重要。

持続的成長に向けた消費者行政の役割

【経済財政運営と改革の基本
方針２０１４（閣議決定）】

「経済の好循環実現に向けて、
拡大した企業収益を賃金上昇
につなげ、個人消費を拡大さ
せることで更なる企業収益の
拡大に結び付けることが重要
である」

個人消費の拡大の重要性

企業業績改善

雇用・所得の増加

投資
拡大

消費
拡大

民間住宅投資：３％

家計消費

６０％
民間投資：１４％

公的投資：５％

GDPの内訳（２５年度）

消費者の被害・トラブル額
⇒ 年間約６兆円（推計）
⇒ GDPの約1.2％

消費者の安全・
安心の確保

３．最近の消費者問題の動向

（１）消費拡大の重要性
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u 全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談情報の動向を見ると、2013年度は約93万9000件

と、９年ぶりに前年度を上回り（９．２％増）、2009年度以降の過去４か年度を上回る水準。

u 前年度を６万件以上上回った要因としては、「健康食品の送り付け商法」や「インターネット通販」

に関するトラブルが増加したこと等。

u 2013年度は、契約購入金額・既払金額の平均金額は前年度より減少。一方、合計金額では、契約購入

金額・既払金額とも前年度をやや上回った。

３．最近の消費者問題の動向

（２）消費生活相談情報の概況

PIO-NETに登録された消費生活相談件数の推移 契約購入金額・既払い金額の推移

（注） PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2014年12月31日までの受付、2015年1月
27日までの登録分。以下同じ。）。-PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワー
ク・システム）とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワー
クで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベースのこと。架空請求の件数は
2000年度以降集計している。2014年度の推計値は、前年同時期（2013年4月1日～12月31
日）からの増減率をもとに、消費者庁において独自に算出したもの。
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計値は、前年同時期（2013年4月1日～12月31日）からの増減率をもとに、消費者庁において独自に
算出したもの。
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96.5
（推計値）

5,942
（推計値）

1,723
（推計値）

4



（注１）2005年度以降のデータは2014年12月31日までの受付
2015年1月27日までの登録分（訪問購入に関する相談は201
年2月21日以降受付分より収集）。

（注２）「特定継続的役務提供」は、「エステティックサービス」
「外国語・会話教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン・ワープ
ロ教室」「結婚相手紹介サービス」に関する相談で、「業務提
供誘引販売取引」は、「内職・副業（「ネズミ講」を除く。）」「モ
ニター商法」に関する相談の合計件数である。登録された
内容は必ずしも特定商取引法に沿ったものとは限らない。

（注３）2004年度以前の件数については、「消費生活年報」に
掲載されているデータから記載。 「特定継続的役務提供」及
び「業務提供誘引販売取引」は「消費生活年報」に記載がなく
「電話勧誘販売」は1996年度以前の掲載がないため、件数を
把握できていない。

（注４） 2014年度の推計値は、前年同時期（2013年4月1日～
12月31日）からの増減率をもとに、消費者庁において独自
に算出したもの。

u 全相談件数約93万件のうち、特定商取引法関係は約50万件、全体の53.4％。

u 訪問販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引に係る相談は、足下は減少傾向

であるものの、訪問販売・通信販売は引き続き高水準。電話勧誘販売に係る相談はここ数年増加傾向。

３．最近の消費者問題の動向
（３）特商法に関する消費生活相談の状況（概況）
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（出典）『消費生活年報2014』独立行政法人国民生活センター
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全体的傾向（2013年４月から2014年１月末まで）

①訪問販売
【主な相談内容】 【主な商品・役務】

③電話勧誘販売
【主な相談内容】 【主な商品・役務】

⑤特定継続的役務提供
【主な相談内容】 【主な商品・役務】

⑦訪問購入
【主な相談内容】 【主な商品・役務】

②通信販売（架空請求除く）
【主な相談内容】 【主な商品・役務】

④連鎖販売取引
【主な相談内容】 【主な商品・役務】

⑥業務提供誘引販売
【主な相談内容】 【主な商品・役務】

注６）「健康食品（全般）」とは健康食品に関する相談であるが、どのような健康食品か特定できない、または特定する必
要のないもの。「他の健康食品」とは、高麗人参、クロレラ、ローヤルゼリー等予め用意された区分に当てはまらないが、
どのような健康食品であるかは特定されているもの。

１ 家庭訪販 68%

２ 解約（全般） 32%

３ 高価格・料金 20%

４ 強引 20%

５ クーリングオフ（全般） 19%

１ 新聞 11%

２ テレビ放送サービス（全般） 4%

３ 修理サービス 3%

４ 光ファイバー 3%

５ ソーラーシステム 3%

１ 電話勧誘 90%

２ 強引 29%

３ 虚偽説明 20%

４ 信用性 17%

５ 詐欺 17%

１ 健康食品（全般） 16%

２ ファンド型投資商品 9%

３ 他の健康食品 9%

４ 商品一般 7%

５ 光ファイバー 6%

１ 解約（全般） 40%

２ 返金 29%

３ クーリング・オフ（全般） 20%

４ 高価格・料金 18%

５ 契約書・書面（全般） 14%

１ 脱毛エステ 19%

２ 結婚相手紹介サービス 16%

３ 痩身エステ 14%

４ 学習塾 10%

５ エステティックサービス 10%

１ 電話勧誘 52%

２ 家庭訪販 42%

３ 信用性 35%

４ 強引 20%

５ 解約（全般） 12%

１ 商品一般 14%

２ アクセサリー（全般） 10%

３ 被服品一般 7%

４ 指輪 6%

５ ネックレス 6%

１ インターネット通販 69%

２ ポルノ・風俗 30%

３ ワンクリック請求 27%

４ 解約（全般） 20%

５ 高価格・料金 16%

１ アダルト情報サイト 31%

２ 出会い系サイト 5%

３ デジタルコンテンツ（全般） 4%

４ 他のデジタルコンテンツ 3%

５ 商品一般 2%

１ サイドビジネス商法 54%

２ 解約（全般） 32%

３ 紹介販売 28%

４ 信用性 24%

５ 返金 20%

１ 健康食品（全般） 13%

２ 商品一般 9%

３ 他の健康食品 8%

４ ファンド型投資商品 7%

５ 化粧品（全般） 5%

１ サイドビジネス商法 46%

２ 解約（全般） 35%

３ 電子広告 26%

４ 返金 24%

５ 信用性 23%

１ 他の内職・副業 43%

２ ワープロ・パソコン内職 14%

３ タレント・モデル内職 7%

４ パチンコ関連内職 6%

５ 内職・副業（全般） 5%

注４）「詐欺」は、犯意が立証できるほど厳密性は要さず、相談者又は相談を受け付けた者が、事業者の「だます」という
意思を心証として強くもったもの。

注１）ＰＩＯ－ＮＥＴに寄せられた苦情・相談情報をもとに消費者庁が作成。検索対象は2013年度のもの（2015年1月27日
までの登録分）。

注５）「デジタルコンテンツ（全般）」とはデジタルコンテンツに関する相談であるが、どのようなデジタルコンテンツか特定
できない、または特定する必要のないもの。「他のデジタルコンテンツ」とは、アダルト情報サイト、出会い系サイト、映画
配信サービス、オンラインゲーム等予め用意された区分に当てはまらないが、どのようなデジタルコンテンツであるかは
特定されているもの。

注７）「内職・副業（全般）」とは内職・副業に関する相談であるがどのような内職・副業か特定できない、または特定する
必要のないもの。「他の内職・副業」とは、ワープロ・パソコン内職、タレント・モデル内職、パチンコ関連内職、育成内職
等予め用意された区分に当てはまらないが、どのような内職・副業であるかは特定されているもの。

注２）「主な商品・役務」からは、商品・役務が特定できないもの等として登録されていた情報は除外している。

注３）「主な商品・役務」欄の数字は、各商品・役務に寄せられた苦情・相談件数が総件数に対して占める割合（％）につ
いて、取引類型別に算出し、少数点第１位を四捨五入したもの。

３．最近の消費者問題の動向
（３）特商法に関する消費生活相談の状況（相談内容・商品役務）

注８）「主な相談内容」については、相談１件につき複数の相談内容項目が含まれている場合があるため、項目を全て
足しても100％にはならない。
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0
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30
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店舗購入

（194,097）

訪問販売

（64,894）

通信販売

（236,534）

マルチ取引

（8,400）

電話勧誘販売

（65,460）

訪問購入

（5,884）

20歳未満 20-30歳代 40-50歳代 60歳以上 不明

u 販売類型ごとに占める契約当事者の年代構成比をみると、 60歳以上の相談が「訪問販売」では約５割、
「電話勧誘販売」では約６割、「訪問購入」では約７割を占める。

u マルチ取引では20-30歳代の相談が４割近くを占める。

３．最近の消費者問題の動向
（４）特商法に関する消費生活相談の状況（販売購入形態別の契約当事者年代構成比）

主な販売購入形態別にみた契約当事者年代構成比（2014年度（12月31日までの受付分））

（注１）表中の構成比は各形態別の全体数を100として算出した値である（四捨五入しているため、足しても正確に100になら
ないものもある）。
（注２）「訪問販売」には「家庭訪販」「アポイントメントセールス」「ＳＦ商法」「キャッチセールス」などが含まれる。
（注３）2013年2月21日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。

（%）

4.3
（80歳以上）

18.6
（80歳以上）

2.6
（80歳以上）

5.2
（80歳以上）

16.7
（80歳以上）

20.1
（80歳以上）
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u 販売類型ごとに占める契約当事者の年代別相談件数をみると、40歳代までは「通信販売」が最多。
u 50歳代以降、「通信販売」が減少し、「訪問販売」「電話勧誘販売」が増加。70歳以上では「電話勧

誘販売」が最多。

３．最近の消費者問題の動向
（４）特商法に関する消費生活相談の状況（販売購入形態別の契約当事者年代別相談件数）

主な販売購入形態別にみた契約当事者年代別相談件数（2014年度（12月31日までの受付分））
（件）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明

店舗購入

（194,097）
訪問販売

（64,894）
通信販売

（236,534）
電話勧誘販売

（65,460） 8



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

８０歳以上 2,509 3,494 3,065 3,220 3,564 4,122 4,694 5,059 6,094 7,543 4,725

７０歳代 3,236 4,129 3,595 2,976 2,518 2,586 2,569 2,700 2,815 3,219 2,107

６０歳代 1,000 1,267 1,075 777 678 692 760 753 736 755 534

6,745 

8,890 
7,735 

6,973 6,760 7,400 
8,023 8,512

9,645

11,517

7,366

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

件数

年度

６０歳代 ７０歳代 ８０歳以上

店舗購入

28%

訪問販売

17%通信販売

23%

マルチ・マ

ルチまがい

1%

電話勧誘

販売

26%

ネガティブ・

オプション

2%

訪問購入

2%
その他無店舗

1%

店舗購入

12%

訪問販売

40%

通信販売

10%

マルチ・マ

ルチまが

い

1%

電話勧誘

販売

32%

ネガティ

ブ・オプ

ション

3%

訪問購入

1%
その他無店舗

1%

u 2013年度の高齢者の消費生活相談件数は、2008年度を基準に見ると５年間で65.4％増となっており、
前年度からも大幅に増加した。高齢者人口の伸び（2008年度比13.0％増）を大きく上回っている。

u なかでも、80歳以上の認知症等高齢者の相談は112％増となっている。
u 60歳以上の高齢者と認知症等高齢者の相談を比較すると、認知症等高齢者については訪問販売・電話

勧誘販売の相談が多い。

３．最近の消費者問題の動向
（５）高齢者及び認知症等高齢者に関する相談

65歳以上の高齢者に関する相談件数 60歳以上の認知症等高齢者の相談件数

（注） 「判断不十分者契
約」（精神障害や知的障
害、認知症等の加齢に伴
う疾病等、何らかの理由
によって十分な判断がで
きない状態にある消費者
による契約）であることが
問題になっている相談の
うち、契約当事者の年齢
が60歳以上のものについ
て集計（2014年12月31日
までの受付分）。

112%増

（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年１月20日までの登録分）及び総務省
「人口推計」（各年10月1日現在のデータ）により消費者庁作成。

２．2008年度（年）＝100としたときの指数。

住宅リフォーム工事の訪問販
売トラブルが増加（2005年度）

健康食品
の送 り つ
け商法の
被害が増
加（2013年
度）

（注）契約当事者が60歳
以上の認知症等高齢者
の相談のうち、2013年度
の相談受付分を対象に、
不明・無回答等を除いて
集計した。割合は小数点
以下を四捨五入している
ため合計が100にならない
ことがある。

60歳以上の高齢者・認知症等高齢者の相談内容

【60歳以上の高齢者全体】

（ｎ＝283,054）

【60歳以上の認知症等高齢者】

（ｎ＝9,813） 9



3,772 4,272 4,751 4,421 

6,205 

3,775 

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度※

204,429 
224,596 

250,221 
220,158 

250,759 

197,553 

102,884 
139,246 

159,890 
140,577 

172,501 
143,611 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

通販（架空請求を除く。） インターネット通販(架空請求を除く。）
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697 672 720
917 911

0
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600

800

1000

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度※

1.9倍

注） ＰＩＯ－ＮＥＴに登録されている、「通信販売（架空請求を除く。）」に関する苦情・相談件数と、そのうち「インターネッ
ト通販（架空請求を除く。）」に関する苦情・相談件数（２０１４年１２月３１日までの受付、２０１５年１月２７日までの登録
分）。「インターネット通販（架空請求を除く。）」は商品・サービスを含み、２０１３年度には「アダルト情報サイト」等サービ

スが７割以上を占めている。 2014年度の推計値は、前年同時期（2013年4月1日～12月31日）からの増減率をもとに、
消費者庁において独自に算出したもの。

通販全体及びインターネット通販に関する相談件数推移

u 通信販売に関する消費者相談のうち、約７割がインターネット取引に関するものであり、近年相談が増加。2009
年から2013年にかけて1.7倍となっている。特に海外事業者に関連する相談が急増しており、2013年度の相談
件数は前年度の２倍。

u FAX広告についても、相談件数が増加しており、2009年から2013年にかけて1.9倍となっている。

３．最近の消費者問題の動向
（６）通販に関する消費者相談

テレビショッピングに関する相談件数推移

CCJが受け付けた電子商取引に関する相談内容

ＦＡＸ広告に関する相談件数推移
（件）

注）２０１４年１２月３１日までの受付、２０１５年１月２７日までにPIO-NETに登録された相談事例
を対象に、消費者庁で独自に事例を抽出･集計した件数。2014年度の推計値は、前年同時
期（2013年4月1日～12月31日）からの増減率をもとに算出したもの。

注）２０１４年１２月３１日までの受付、２０１５年１月２７日までにPIO-NETに登録された相談
件数。ここでいうテレビショッピングとは、テレビを広告媒体とした通信販売のこと。2014
年度の推計値は、前年同時期（2013年4月1日～12月31日）からの増減率をもとに、消費
者庁において独自に算出したもの。
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注）2014年12月31日までに消費者庁消費者越境センター（CCJ）が受け付けた「電子商取引」に関する相談。

（年度）

（件）

1.7倍

1,201
（推計値）

263,466
（推計値）

193,909
（推計値）

4,700
（推計値）

1.6倍
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u １９９０年代後半以降、ベンチャー支援策の整備が進んでおり、特に、平成１４年の中小企業挑戦支援法の制定
（１円起業）及び平成１８年の新会社法の施行（最低資本金規制の撤廃）により、起業が簡便になった。

u 他方、この仕組みを悪用して悪質な勧誘行為や処分逃れを行う事業者が出現している。

３．最近の消費者問題の動向
（７）起業の簡便化と特商法上の問題

〇起業の簡便さを利用して悪質な勧誘を行う事業者
－黒幕である個人事業者が、複数の会社（資本金１万円の会社）を
設立して勧誘行為を行っていた事案

－一体として業務を行っているにもかかわらず、営業部を別会社と
して、黒幕である事業者が規制を逃れようとしていた事案

〇業務停止命令を受けた後、別法人として繰り返し違反行為
を行う事業者

－業務停止命令を受けた事業者の従業員が別法人を設立して勧

誘を行っていた事案

〇平成１４年：中小企業挑戦支援法（１円起業）
－最低資本金規制（株式会社1000万円・有限会社

300万円）に係る特例を設け、新たに創業する者に
ついて、規制の適用を受けない会社設立を認める
とともに、設立後５年間は当該規制を適用しない。

〇平成１８年：新会社法の施行（最低資本金制
度の撤廃）
－最低資本金制度が設けられてたが、同制度が円滑
な創業の障害となっているとして、平成１８年の新会
社法施行によりこれを撤廃。

起業の簡便化

起業支援策の整備 法人格濫用の問題

年度 ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３

国 ２ １ １ ３ ２

都道府県 ２ ３ ５ ３ １１

社名を変えて繰り返し特商法違反行為をしていた
事業者に対して、行政処分が行われた事案数

11



４．違法行為に対する厳格な対応等について

年度
2004

(平成16)
2005

(平成17)
2006

(平成18)
2007

(平成19)
2008

(平成20)
2009

(平成21)
2010

(平成22)
2011

(平成23)
2012

(平成24)
2013

(平成25)

2014
(平成26)
※平成27年
1月14日時点

国 １６ ３５ ３０ ４０ ３７ ４８ ５３ ４３ ４０ ２１ ２９

都道府県 ２４ ４５ ５４ １４２ １０４ ９０ １３５ ８２ ８１ ９７ ４０

計 ４０ ８０ ８４ １８２ １４１ １３８ １８８ １２５ １２１ １１８ ６９

（１）行政庁の執行状況

u 平成１９年に通信販売・電話勧誘販売に関する行政処分の権限を都道府県知事も行使できるようになった
こと、また平成２０年法改正により指定商品・役務制が撤廃されたこと等により、平成１９年度以降都道府県
による行政処分が着実に行われている。国による行政処分も継続的に相当数実施されている。

u 近年は事業者の手口が複雑化・巧妙化する一方、被害を受けた高齢者等からの聴取が難しく、違反を認定
するための証拠を確保することも困難になっている。

【平成26年11月27日】
投資用ＤＶＤの訪問販売をしていた
（株）ＮＩＮＥ（ナイン）等３事業者に対し
業務の一部を3ヶ月間停止するよう命
令。

行政庁における行政処分の推移

最近の執行事例

【平成26年11月10日】
ＣＯ２排出権取引に係る役務を訪問販
売していた（株）あおぞら等に対し、業
務の一部を9ヶ月間停止するよう命令。

【平成27年1月8日】
家庭用医療布団の連鎖販売をして
いたロイヤルジャパン（株）に対し、
業務の一部を9ヶ月間停止するよう
命令。
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４．違法行為に対する厳格な対応等について

（２）適格消費者団体による差止請求訴訟及び差止請求の状況

u 適格消費者団体による差止請求が特商法に導入されたのは平成２０年の特商法改正時であるが、適格消
費者団体による特商法に基づく差止請求訴訟は１件（平成２６年３月３１日現在）しか行われておらず、差止
請求も１３件（平成２５年７月５日現在）に留まっている。

u 他方、消契法による差止請求訴訟は３３件、差止請求は２６４件行われている。

注）「消費者団体訴訟制度差止請求事例集（平成２６年３月 消費者庁）」を基に作成。
・表に計上されている特商法及び景表法の事案は同時に消契法に基づいて提訴がなされているため、重複して計上している。
・「差止請求訴訟」の件数は提訴日の属する年度に計上している。
・「差止請求」の件数は、適格消費者団体の差止請求によって事業者による対応が図られたもののうち、適格消費者団体が改定後の契約条項等を把握
している事案における、差止請求の根拠となった法令の数を示している（同一条項について複数の法令が問題となる場合は重複して計上している。）。

適格消費者団体による差止請求訴訟及び差止請求の件数

差止請求訴訟（平成27年1月21日現在） 差止請求
（平成25年
7月5日現在）年度 Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 合計

特定商取引法 ― ― ０ ０ ０ １ ０ ０ １ １３

景品表示法 ― ― ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ２４

消費者契約法 １ ５ １ ９ ７ ５ ５ ０ ３３ ２６４

（施行日）

特定商取引法
（平成21年12月）

景品表示法
（平成21年4月）

消費者契約法
（平成19年6月）
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